意見様式

東浦町まちづくり部都市整備課公共交通係　宛て

東浦町運行バス「う・ら・ら」の運賃改定（案）及び知多バス東ヶ丘団地線の運賃改定（案）について対する意見
	住　所
(法人その他の団体の場合は所在地)
	

	氏　名
(法人その他の団体の場合は法人名又は団体名)
	



意見
	


１　住所、氏名、意見をご記入のうえ、郵送（必着）、メール、または直接都市整備課へ提出してください。
２　お寄せいただいた意見に対し個別の回答はいたしません。
WEBフォーム回答用QRコード

(提出及び問合せ先)
〒470-2192　東浦町大字緒川字政所20番地
[image: ]東浦町まちづくり部都市整備課公共交通係　
電話　　 0562-83-3111(内線275)　
メール　 toshiseibi @town.aichi-higashiura.lg.jp
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